
�愛媛県告示第２９０号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び町

役場において縦覧に供する。

平成２４年３月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

垣内Ａ（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成２年５月愛媛県告示第７７９号）

垣内Ａの項で指定した標柱３号、標柱２号及び標柱１号を順次結ん

だ線、標柱１号と次に掲げる地番の土地に存する標柱９号を県道深

浦港線北側官民境界線で結んだ線、標柱９号から標柱１２号までを順

次結んだ線及び標柱１２号と同項で指定した標柱３号を結んだ線に囲

まれた区域

市 町 地 番 標 柱

南宇和郡 垣内 ７８１番１ ９号

愛南町 ７８１番１ １０号

７８０番 １１号

７８９番１ １２号

�������
�愛媛県告示第２９１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月６日

愛媛県西条保健所長 新 山 徹 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 家守 伸正

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

� 第６工場�１、�２フィルタープレス（２基）

発 行 愛 媛 県
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特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積４９．５平方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約２か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２３８

最大 ２９３

備考 汚水等は、精ろ過フィルタープレスにて処理する。

毎週（火・金）曜日発行 第２３４８号 平成２４年３月６日

平成２４年３月６日火曜日 第２３４８号

愛 媛 県 報

１７２



� 第６工場�３フィルタープレス

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積１１．６平方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約２か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５８

最大 ７１

備考 汚水等は、精ろ過フィルタープレスにて処理する。

� 第６工場精ろ過フィルタープレス

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積１０平方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約２か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５３４

最大 ６５７

備考 汚水等は、アンモニア回収施設にて処理する。

� 第６工場アンモニア除害塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ヌ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり１５０ノルマル立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約１か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １７

備考 汚水等は、アンモニア回収施設にて処理する。

愛 媛 県 報平成２４年３月６日 第２３４８号

１７３



� 第６工場冷却塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ル 湿式集じん施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり２１６ノルマル立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約１か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 ３

備考 汚水等は、アンモニア回収施設にて処理する。

� 第１工場�３除害塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６２号ホ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり６０ノルマル立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約１か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６，０００

最大 ６，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．５

備考 汚水等は、�４汚水処理施設にて処理する。

� 第１工場�４除害塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６２号ホ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり６０ノルマル立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約１か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，５００

最大 ８，５００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．４

最大 ２．４

備考 汚水等は、�４汚水処理施設にて処理する。

愛 媛 県 報平成２４年３月６日 第２３４８号

１７４



� 第１工場�６除害塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６２号ホ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり６０ノルマル立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約１か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 ０．１

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

� 第１工場�１１除害塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６２号ホ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり６０ノルマル立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後約１か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 １．５

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 中和及び凝集沈殿

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４２メートル 横５０メートル
高さ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和及び凝集沈殿

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１２

最大 １～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．２

最大 ６．４

通常 ５．２

最大 ６．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６．６

最大 ２０．２

通常 １６．６

最大 ２０．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２５

最大 １．００

通常 ０．２５

最大 １．００
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汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，３７３

最大 ２，８９０

通常 ２，３７３

最大 ２，８９０

� �４汚水処理施設

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 酸化及び電気分解

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２６メートル 横２５メートル
高さ５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，５５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 酸化及び電気分解

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～１１

最大 ５～１１

通常 ９～１２

最大 ９～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３９

最大 ３９

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 １０

通常 ７

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６５

最大 １６５

通常 ２９

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １．０

通常 ０．１

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６２９

最大 ７９６

通常 ６２９

最大 ７９６

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

� アンモニア回収施設

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整及び蒸留

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２５メートル 横５７メートル
高さ１９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整及び蒸留

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．０

最大 １．１

通常 １．０

最大 １．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ２３

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

通常 １２．９

最大 １５．５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４５

最大 ２．００

通常 ０．４５

最大 ２．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，０４４

最大 １，２５７

通常 １，０４４

最大 １，２５７

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大

の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．７

最大 ４．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．４

最大 １２．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２１

最大 １．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，９８４

最大 ４，８１８

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。
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�愛媛県告示第２９２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月６日

愛媛県西条保健所長 新 山 徹 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 家守 伸正

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２７

号イ、ヌ及びル、第６２号イ及びホ並びに第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の構造、汚水等の汚染状態及び量、汚水等の処理施設

の構造並びに事業場からの排出水の汚染状態及び量

５ 特定施設に関する事項

�１汚水処理施設

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 主 要 寸 法

縦９メートル
横３３メートル
高さ５メートル
縦６メートル
横１８メートル
高さ５メートル
縦６メートル
横１４．５メートル
高さ５メートル

縦４２メートル
横５０メートル
高さ８メートル

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２，０００
立方メートル処理

１日当たり３，０００
立方メートル処理

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

苛性ソーダ １，９５０
キロクラム、ろ過
助剤２３０キログラ
ム、硫 酸７，４００キ
ログラム、凝集剤
０．３キログラム

苛性ソーダ ３，６００
キロクラム、ろ過
助剤４２５キログラ
ム、硫酸１３，７００キ
ログラム、凝集剤
０．６キログラム

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．８

最大 １０

通常 ５．２

最大 ６．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０．１

最大 ２５．６

通常 １６．６

最大 ２０．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １．０

通常 ０．２５

最大 １．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，２８３

最大 １，５７１

通常 ２，３７３

最大 ２，８９０

６ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

縦９メートル
横３３メートル
高さ５メートル
縦６メートル
横１８メートル
高さ５メートル
縦６メートル
横１４．５メートル
高さ５メートル

縦４２メートル
横５０メートル
高さ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，０００
立方メートル処理

１日当たり３，０００
立方メートル処理

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８．８
最大
１０．０

通常
８．８
最大
１０．０

通常
５．２
最大
６．４

通常
５．２
最大
６．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２０．１
最大
２５．６

通常
２０．１
最大
２５．６

通常
１６．６
最大
２０．２

通常
１６．６
最大
２０．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．１
最大
１．０

通常
０．１
最大
１．０

通常
０．２５
最大
１．０

通常
０．２５
最大
１．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，２８３
最大
１，５７１

通常
１，２８３
最大
１，５７１

通常
２，３７３
最大
２，８９０

通常
２，３７３
最大
２，８９０

� �４汚水処理施設

変 更 前 変 更 後

処理施設に
よる処理前
及び処理後
の汚水等の
汚染状態の
値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１４６
最大
１４６

通常
２９
最大
３０

通常
１６５
最大
１６５

通常
２９
最大
３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
６２５
最大
７８１

通常
６２５
最大
７８１

通常
６２９
最大
７９６

通常
６２９
最大
７９６

� アンモニア回収施設

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

縦１１メートル
横２６メートル
高さ１９メートル
縦１０メートル
横２２メートル
高さ１６メートル
縦１０メートル
横５メートル
高さ７メートル

縦２５メートル
横５７メートル
高さ１９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６００立
方メートル処理

１日当たり１，４００
立方メートル処理

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５０
最大
１００

通常
１０
最大
５０

通常
５０
最大
１００

通常
２３
最大
５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
９，２００
最大
１１，０００

通常
１８
最大
２１

通常
９，２００
最大
１１，０００

通常
１２．９
最大
１５．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
５００
最大
５８３

通常
５００
最大
５８３

通常
１，０４４
最大
１，２５７

通常
１，０４４
最大
１，２５７
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�愛媛県告示第２９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．４

最大 ６．５

通常 ３．７

最大 ４．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３．２

最大 １５．９

通常 １０．４

最大 １２．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１８

最大 １．００

通常 ０．２１

最大 １．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，９２３

最大 ３，５０６

通常 ３，９８４

最大 ４，８１８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡砥部町万年１３０８番３から

同町万年１４２１番２まで

旧 １０．３～３３．２ ０．０６４

新 ２７．８～４５．０ ０．０６４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
伊予市中村字長サコ乙５番２から

同市中村字明音寺甲５８１番４まで

旧 １１．５～１７．２ ０．０４６

新 １７．２～２４．０ ０．０４６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
伊予市中村字長サコ乙５番２から

同市中村字明音寺甲５８１番４まで
平成２４年３月６日
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�愛媛県告示第２９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

五十崎国営開発土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２４年３月６日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 本 昌 行 内子町五十崎甲１３６８番地

〃 佐 伯 忠 廣 内子町五十崎甲２７５番地

〃 栗 田 謙 一 内子町五十崎甲１１５１番地

〃 井 上 多喜雄 内子町五十崎乙６２６番地４

〃 松 田 純 一 内子町大久喜甲１６９番地

〃 脇 坂 寛 内子町重松甲２３番地３

〃 力 石 忠 内子町宿間甲２６７番地１

〃 寺 谷 博 幸 内子町平岡甲１８９５番地３

〃 松 田 敏 内子町福岡甲８４４番地

〃 福 岡 健 内子町重松甲１３９１番地

〃 松 岡 義 久 内子町重松甲５９０番地

〃 宮 本 利 一 内子町只海甲１１３５番地

〃 一 宮 義 博 内子町只海甲７０７番地

〃 瀧 宮 義 孝 内子町只海甲４１２番地

〃 久 保 長 久 内子町北表甲１５６４番地１

〃 宮 野 照 三 内子町宿間甲８９４番地３

監 事 山 田 博 文 内子町福岡乙１３０番地

〃 大 松 儀 一 内子町只海甲１２９８番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 正 照 内子町五十崎甲１３４５番地

〃 佐 伯 忠 廣 内子町五十崎甲２７５番地

〃 栗 田 謙 一 内子町五十崎甲１１５１番地

〃 井 上 多喜雄 内子町五十崎乙６２６番地４

〃 松 田 純 一 内子町大久喜甲１６９番地

〃 脇 坂 寛 内子町重松甲２３番地３

〃 宮 岡 満 幸 内子町重松甲１６６５番地

〃 寺 谷 博 幸 内子町平岡甲１８９５番地３

〃 入 船 和 夫 内子町福岡甲９８３番地

〃 福 岡 健 内子町重松甲１３９１番地

〃 松 岡 義 久 内子町重松甲５９０番地

〃 要 英 雄 内子町只海甲１３０８番地

〃 一 宮 義 博 内子町只海甲７０７番地

〃 二 宮 幸 市 内子町北表甲６０４番地

〃 久 保 長 久 内子町北表甲１５６４番地１

〃 森 石 重 満 内子町重松甲２６７６番地

監 事 山 田 博 文 内子町福岡乙１３０番地

〃 大 松 儀 一 内子町只海甲１２９８番地

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年３月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�公 告

二級建築士試験及び木造建築士試験の施行について

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、平成２４

年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のとおり施行する。

なお、試験の実施に関する事務は、財団法人建築技術教育普及セ

ンターに行わせる。

平成２４年３月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の施行日時

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

平成２４年７月１日（日）午前１０時から午後５時１０分まで

イ 建築設計製図の試験

平成２４年９月９日（日）午前１１時００分から午後４時まで

� 木造建築士試験

ア 学科の試験

平成２４年７月２２日（日）午前１０時から午後５時１０分まで

イ 建築設計製図の試験

平成２４年１０月１４日（日）午前１１時００分から午後４時まで

２ 試験の場所

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年２月２１日 特定非営利活動法人グループホ
ームしいのみ 村 上 康 彦 松山市緑町一丁目７番地１５ 本法人は、高齢者や心身に障害のある人等の個

性を大切にした福祉・介護保険事業の運営をは
じめ、認知症に関する情報の提供を行うことに
より、高齢者や心身に障害のある人等が安心し
て暮らせ、人間としての尊厳が保持される社会
の実現に寄与することを目的とする。
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� 木造建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

３ 受験申込手続

� インターネットによる受験申込み

インターネットによる受験申込みについては、平成１６年以降

に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込みをした者の

うち、それぞれこれらの試験の申込みに必要な個人情報の使用

について、あらかじめ承諾をしている者に限り行うことができ

る。

平成２４年３月３１日（土）午前１０時から４月６日（金）午後４

時までの間に、財団法人建築技術教育普及センターのホームペ

ージ（http : //www.jaeic.jp/）において、必要な事項を入力し

て申し込むこと。

� 受付場所における受験申込み

ア 受験申込書は、平成２４年４月９日（月）から４月１６日（月）

までの午前１０時から午後５時までの間に、イ�に掲げる提出
先に直接提出すること。ただし、やむを得ない理由があると

認められる場合においては、同日までの消印があるものに限

り、郵送による提出を受け付ける。

郵送による場合は、受験申込書に直接提出することができ

ないことを証する書面を添え、所要の郵便切手を貼った宛先

明記の受験票返送用封筒を同封し、必ず書留速達郵便で送付

すること。

イ 受験申込書の請求先及び提出先

� 請求先

社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町４丁目１番地５

愛媛県建築士会館内）

� 提出先

社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町４丁目１番地５

愛媛県建築士会館内）

４ 建築設計製図の課題

平成２４年６月６日（水）（予定）から財団法人建築技術教育普

及センター中国四国支部（広島県広島市中区大手町二丁目１１番１５

号）及び社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町４丁目１番地５）

に掲示するとともに、学科の試験の試験場に掲示する。

５ 学科の試験の合格通知

� 二級建築士試験

平成２４年８月２１日（火）（予定）付けで通知する。

� 木造建築士試験

平成２４年９月４日（火）（予定）付けで通知する。

６ 合格発表

平成２４年１２月６日（木）（予定）付けの愛媛県報で公告する。

平成２４年３月６日 発行
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